
 
 

2023 年５月 31 日 

各位 

会 社 名 株 式 会 社 グ リ ー ン ズ 

代 表 者 名 代表取締役社長  村木  雄哉   

（コード 6547 東証スタンダード・名証プレミア） 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 伊藤 浩也 

（TEL. 059-351-5593） 

 

「ALL-JAPAN 観光立国ファンド２号」に係るサポート協定の締結について 

 

 

 当社は、地域創生ソリューション株式会社が、本日付にて組成した「ALL-JAPAN 観光立国ファンド２

号投資事業有限責任組合」（以下「ALL-JAPAN 観光立国ファンド２号」）について、サポート協定を締結

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．協定の目的 

 当社は、2018 年２月 28 日にお知らせのとおり、同日設立の地域創生ソリューション株式会社が 2018

年４月 27 日に立ち上げた「ALL-JAPAN 観光立国ファンド」に係るサポート協定を締結し、日本全国の

観光活性化を通じた地域創生を目指す活動にサポートチームの一員として取り組んでおります。 

 「ALL-JAPAN 観光立国ファンド」は、民間ではわが国初、かつ最大規模の観光立国ファンドとして、

観光産業の課題解決に向け、47 都道府県すべてを投資対象として活動してきました。現在までに総投資

件数 37 件、総投資額 160 億円超の投資を実行し、ホテルや宿泊施設の新規開発、改装、コンバージョン

を伴う運営・経営改革の推進や、日本の観光立国に貢献するベンチャー企業への支援を行っています。 

 当社では 60 年以上のホテル運営の実績、ノウハウを活かし、引き続き観光産業の発展と地域創生に貢

献することを目指し、本日、地域創生ソリューション株式会社にて組成された「ALL-JAPAN 観光立国フ

ァンド２号」とサポート協定を締結することといたしました。 

 当社は、観光産業に対する知見を様々な形で活かし、「ALL-JAPAN 観光立国ファンド２号」のサポー

トチームとして、各地域の抱える課題解決に取り組んでまいります。 

 

２．協定の概要 

 地域創生ソリューション株式会社の指定する対象事業に関する運営業務を受託する場合、投資対象事

業者に対して対象事業の運営、情報提供、助言等の支援業務を行ってまいります。  

 

３．地域創生ソリューション株式会社 の概要  

（１） 商 号 （ 英文 名） ：地域創生ソリューション株式会社 

   （Regional Revitalization Solution, Inc.） 

（２） 所 在 地 ：東京都千代田区大手町 

（３） 代 表 者 ：代表取締役社長  佐藤 学 

（４） 事 業 内 容 ：投資事業有限責任組合財産の管理・運営及び助言業務、経営・ 

 資本政策に関するコンサルティング 

（５） 資 本 金 ：1.36 億円 

（６） 設 立 ：2018 年２月 28 日 

（７） 主 要 株 主 

 

：株式会社三菱東京  UFJ 銀行（13.56%）、積水ハウス株式会社

（13.56%）、日本航空株式会社（13.56%）、三菱地所株式会社（13.56%）、

株式会社 JTB（13.56%）、大和不動産鑑定株式会社（11.56%）、株式会

社三菱総合研究所（11.56）、明治安田生命保険相互会社（9.10%） 



４．ALL-JAPAN 観光立国ファンド 2 号の概要 

（１） 名 称 ：ALL-JAPAN 観光立国ファンド２号投資事業有限責任組合 

（２） 無 限 責 任 組 合 員 ：地域創生ソリューション株式会社 

（３） 有 限 責 任 組 合 員 ：以下、「5.有限責任組合員一覧」をご参照 

（４） 出 資 金 総 額 ：105.1 億円（5 月 31 日時点） 

（５） 存 続 期 間 ：10 年間 

（６） 投 資 対 象 ：①宿泊施設等 ホテル・旅館などの宿泊施設を中心と

し、観光まちづくりや地域経済の発展に

貢献する施設への投資 

   ②企業再生 宿泊施設の所有・運営会社や、地域創生

や観光産業に貢献している企業の再生

支援 等 

   ③観光立国支援企業、 

  地域創生支援企業 

観光産業・地域産業の課題解決や再構築

など、観光や地域により高い成長をもた

らすベンチャー企業への投資 

（７） 投 資 形 態 

 

：SPC（特定目的会社等）向け優先出資・匿名組合出資、普通株式、 

 優先出資、社債等 

 

５．有限責任組合員一覧（2023 年 5 月 31 日現在） 

株式会社 三菱 UFJ 銀行 

積水ハウス 株式会社 

三菱地所 株式会社 

株式会社 JTB 

日本航空 株式会社 

 

株式会社 十六銀行 

株式会社 山陰合同銀行 

株式会社 福井銀行 

株式会社 鳥取銀行 

株式会社 山梨中央銀行 

 

 

６．今後の見通し 

 本案件が当期の業績に与える影響は軽微であります。ただし、本件が業績に重大な影響を与えることが

判明した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

（ご参考）ALL-JAPAN 観光立国ファンドに係るサポート協定の締結について（2018 年２月 28 日） 

 https://ssl4.eir-parts.net/doc/6547/tdnet/1561602/00.pdf 

 

 

以上 


